
どう対応すればよいのか？ 
■改正法に従った取扱規程等の制定・改定 
 個人情報取扱事業者は，その取り扱う個人
データの漏洩等の防止その他の個人データの
安全管理のために，改正法下の規律に従った
個人データの具体的な取扱いに係る規律を整
備することが義務付けられています。したがって，
これまで個人情報保護法の適用除外とされてい
た事業者において個人情報取扱規程等を新た
に制定する必要があるのはもちろんのこと，現在，
取扱規程を制定している事業者においても，規
定の追加変更といった改定が必要です。 
  
■職員教育を含む安全管理措置の実施 
 改正法ガイドラインでは，個人情報を安全に取
り扱うための措置（安全管理措置）について，こ
れまで以上に厳格な取扱いが必要とされており，
職員に対してセミナー，研修を行い，改正法下
での個人情報の正しい取扱いを実践していく必
要があります。 
 特に医療機関・介護機関においては，新たに
個人情報保護法の適用対象となる施設も少なく
ありませんし，「要配慮個人情報」という新たな
枠組みに基づきより慎重な個人情報の取り扱い
が求められますので，職員に新たな制度につい
て基本的な知識を持ってもらうことが重要です。 
 
 
 
 当事務所においては，改正個人情報保護法
に関し，以下のような業務に対応しております。 
 
• 改正法を踏まえた管理体制の整備や対応 
方針を決定する際の助言 

• セミナー（全従業員の方向け，個人情報を 
特によく取り扱う責任者・担当者の方向け等） 

• 基本方針，取扱規程その他内規の作成や 
整備 

• 改正法に関する様々なご質問への対応 
 
 貴施設のニーズに応じて必要な対応を検討 
させていただきます。 

 改正個人情報保護法の全面施行について，
施行日が平成29年5月30日に決定されました。
今回は，医療機関・介護機関における改正法 
対応のポイントについてご案内します。 
 

何がどう変わるのか？ 
■全ての医療機関・介護機関が対象に 
 これまで，過去6か月間のいずれの時点におい
ても取り扱う個人情報が5000人分以下の事業
者は個人情報保護法の適用対象外とされてい
ましたが，改正法では適用除外規定が撤廃され，
個人情報データベースを事業に用いている全て
の民間事業者（国公立を除く通常の医療・介護
機関は該当）において，対応が必要となります。 
 
■要配慮個人情報の新設 
 改正法では，「要配慮個人情報」が定義化さ
れ厳格な規律が規定されました。医療機関・介
護機関で取り扱う患者・利用者の診療情報の多
くはこの「要配慮個人情報」に該当します。 
 
■要配慮個人情報取得時の同意取得 
 要配慮個人情報を取得する場合，原則として
本人から事前の同意を取得することが必要にな
りました。例外として本人からの直接取得の場
合には黙示の同意があるとされますが，原則論
が転換したことに注意が必要です。 
 
■要配慮個人情報の第三者提供時の同意取得 
要配慮個人情報については，これまでのように
利用目的を掲示するなどし，その範囲で第三者
提供をするとの「オプトアウト方式」は許されず，
第三者提供についても本人の同意が必要です。 
 家族への情報提供，医療目的での他の医療
機関との連携など，例外として「医療の提供に必
要で，かつ利用目的が明示されている場合」な
どには黙示の同意があるとされますが，原則論
が転換したことに注意が必要です。 
 
■個人情報の第三者提供時・受領時の記録 
 個人情報を第三者に提供する場合や第三者
から受領する場合，原則として記録作成が必要
となりました。 
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5月30日全面施行！ 


